
➀の内部設備機器のみが撤去範囲です。

図面番号Ⅿ－１４の撤去エリア

汚泥焼却炉内にピットはありますでしょうか。
ご教授ください。

質疑事項

ご質問のとおり、お考え下さい。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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回　　　　答

図面番号Ⅿ－1・９　の撤去エリアについて
Ⅿ－110～Ⅿ118専焼ボイラ棟　撤去エリアになっておりますが
撤去範囲としてご教授お願いいたします。

①内部設備機器のみ
②建屋含む

電気配線撤去工事における制御システム等のソフト関係の変
更は当工事では含まれていないと考えてよろしいでしょうか。ご
教示ください。

図面番号Ｍ－１４の撤去エリアには、ピットはございません。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第５９号 件　　　　名 令和４年度猪名川流域下水道原田処理場１・２系汚泥焼却設備撤去工事


